
自殺対策について
I. 令和５年（２０２３年）の本市の自殺の状況
II. 第２期熊本市自殺総合対策計画重点対策について
III.令和７年度 新たな取組
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 自殺対策基本法

第３条
２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況
に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第１３条
２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案して、当該
市町村の区域内における自殺対策についての計画を定めるものとする。

自殺対策・計画策定の根拠

 自殺総合対策大綱の見直し（令和4年10月14日閣議決定）

• 子ども・若者の自殺対策の更なる推進・強化
• 女性に対する支援の強化
• 地域自殺対策の取組強化
• 総合的な自殺対策の更なる推進・強化
• 自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、令和8年までに平成27年比

30％以上減少させることを目標とする。※旧大綱の数値目標を継続
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自殺対策・計画策定の根拠
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1. こども・若者の自殺への対策
2. 女性の自殺への対策
3. 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策
4. 地域におけるネットワークの強化
5. 自殺対策を支える人材の育成
6. 市民への啓発と周知
7. 生きることの促進要因への支援
8. うつ病等への対策
9. 高齢者への自殺対策
10. 生活困窮者への自殺対策
11. 勤務・経営問題への対策

●自殺対策の具体的な取組●計画の期間
令和6年度から令和９年度までの４年間

誰も自殺に追い込まれることのない「支え合う熊本市」の実現を目指す
●基本理念

自殺死亡率を１２．０以下まで減少させる
（平成２７年水準から３０％減少）

第2期熊本市自殺総合対策計画の概要

●評価指標
• ゲートキーパー養成講座受講者数
• ゲートキーパーの認知度
• こころの相談窓口を知っている人の割合

重点対策
●目標
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I.
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I. 本市の自殺の状況

１ 自殺者数と自殺死亡率の推移・男女別内訳

※R6年は11月までの暫定値（R7.1.14時点）



I. 本市の自殺の状況

２ 年代別自殺者数
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I. 本市の自殺の状況

３ 年代別推移（男女別）

39歳以下

40～59歳

60歳以上

39歳以下

40～59歳

60歳以上
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不詳

その他 家庭問題

勤務問題

不詳

経済・生活問題
健康問題

I. 本市の自殺の状況

４ 原因別内訳（男女別）
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II.

20 39
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II. 重点対策について

1 女性の自殺者への対策（状況）
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０１

０３

０２
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II. 重点対策について

1 女性の自殺者への対策（具体的取組）



II. 重点対策について

２ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策（状況）

13



II. 重点対策について

２ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策（具体的取組）
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II. 重点対策について

３ 若者（20歳から39歳まで）の自殺への対策 （状況）
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男性：84人
女性：33人
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II. 重点対策について

３ 若者（20歳から39歳まで）の自殺への対策 （具体的取組）
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II. 重点対策について

４ こども（生徒・学生等）の自殺への対策 （状況）

17



II. 重点対策について

４ こども（生徒・学生等）の自殺への対策 （状況）
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II. 重点対策について

４ こども（生徒・学生等）の自殺への対策 （具体的対策）
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III.
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